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�愛媛県規則第４号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公聴会）

第７条 知事は、

法第２８条第６項（法第２９

条第４項において準用する場合を含む。）の規定により、公聴会

を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見

を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を

聴く必要があると認めた者（以下「公述人」という。）にその旨

を通知するものとする。

２～１１ 省略

（公聴会）

第７条 知事は、法第７条第４項（法第１２条第６項及び第１４条第４

項において準用する場合を含む。）及び法第２８条第６項（法第２９

条第４項において準用する場合を含む。）の規定により、公聴会

を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見

を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を

聴く必要があると認めた者（以下「公述人」という。）にその旨

を通知するものとする。

２～１１ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第５号
愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則

愛媛県農林漁業組合等検査規則（昭和３８年愛媛県規則第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（検査通知書等）

第９条 省略

２ 省略

（検査通知書等）

第９条 省略

２ 省略

３ 農業災害補償法の規定に基づく検査に係る第１項の規定の適用

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第２９７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２４年３月９日から２２日まで

様式第２号（第９条関係） 身分証明書

省略

については、同項中「身分証明書（様式第２号）」とあるのは、

「農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省令第９５号）第４６条に

規定する証票」とする。

様式第２号（第９条関係） 身分証明書

省略

省略 省

略

省略 省

略

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 省略

２ 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２

から第１４２条の４まで

３ 省略

４ 省略

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 省略

２ 省略

３ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行前に交付された農林水産省組織規則等の一部を改正する省令（平成２３年農林水産省令第５２号）第５条の規定による改正

前の農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省令第９５号）別記様式の規定による身分証明書は、その有効期間内においては、改正後の愛

媛県農林漁業組合等検査規則様式第２号の規定による身分証明書とみなす。

�愛媛県告示第２９８号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づく次の生産事業者の登録を抹消した。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の２第２項の規定に基づき、自動車専用道路を次のとおり指定する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３００号
車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に

応じ最大２５トンである道路を次のように指定する。

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

９８ 山 内 直 一 東温市田窪１２６７番地
１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

東温市田窪 東温市田窪

道路の種類 路 線 名 指 定 す る 道 路 の 区 域 指 定 期 日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田７５２番４から

同町曽根９０９番地先まで
平成２４年３月１０日

愛 媛 県 報平成２４年３月９日 第２３４９号
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平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０１号
車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が４．１メートルである道路を次

のとおり指定し、併せて、同令第１０条第１項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両の通行

方法を次のように定める。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定する道路

道路の種類 路 線 名 区 間 指定する期日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田７５２番４から

同町曽根９０９番地先まで
平成２４年３月１０日

２ 通行方法

� トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行

するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識、樹木等の上空障害物に接触しない

よう十分に注意すること。

� 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法０．２３メートル以上かつ縦寸法０．１２メートル以上又は横

寸法０．１２メートル以上かつ縦寸法０．２３メートル以上の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示し

た標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

� 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走

行すること。

�愛媛県告示第３０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年３月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

道路の種類 路 線 名 区 間 指定する期日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田７５２番４から

同町曽根９０９番地先まで
平成２４年３月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川北三丁目３４０番７から

同市古川北四丁目３９９番７地先まで
平成２４年３月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第６０号

平成２４年２月２８日
伊予郡砥部町重光４０９番１

伊予郡砥部町高尾田６４８番地

高尾田宿舎２０５号

竹 森 博 夢

愛 媛 県 報平成２４年３月９日 第２３４９号
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公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２４年３月９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

��������� ���������

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この管理規程は、地方公営企業法施行規則等の一部を改正

する省令（平成２４年総務省令 第６号。以 下「改 正 省 令」と い

う。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることと

される改正省令第１条の規定による改正前の地方公営企業法施行

規則（昭和２７年総理府令第７３号。以下「施行規則」という。）第

１条の規定により、法令に別段の定めがあるもののほか、愛媛県

公営企業（以下「公営企業」という。）の会計事務の処理に関し

必要な事項を定めるものとする。

（現金取扱員）

第３条の２ 県立病院課、発電工水管理事務所、工業用水道管理事

務所及び病院に現金取扱員を置く。

２・３ 省略

（特別償却率）

第１２７条 改正省令附則第２条第１項の規定によりなお従前の例に

よることとされる改正省令第１条の規定による改正前の施行規則

第８条第２項に規定する管理規程で定める率は、１００分の５０を超

えない範囲内で管理者が別に定める。

（契約）

第１７６条 公営企業の業務に係る契約については、愛媛県会計規

則、愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛県訓令第

３５号）、愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５

号）、愛媛県工事検査規程（昭和６３年４月愛媛県告示第５０９号

）その他愛媛県の契約の例によるものとする。

別表（第１６条関係）

電 気 事 業 勘 定 科 目

省略

資 本

� 資 本 金

（趣旨）

第１条 この管理規程は、

地方公営企業法施行

規則（昭和２７年総理府令第７３号。以下「施行規則」という。）第

１条の規定により、法令に別段の定めがあるもののほか、愛媛県

公営企業（以下「公営企業」という。）の会計事務の処理に関し

必要な事項を定めるものとする。

（現金取扱員）

第３条の２ 県立病院課

及び病院に現金取扱員を置く。

２・３ 省略

（特別償却率）

第１２７条

施行規則

第８条第２項に規定する管理規程で定める率は、１００分の５０をこ

えない範囲内で管理者が別に定める。

（契約）

第１７６条 公営企業の業務に係る契約については、愛媛県会計規

則、愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和３９年愛媛県訓令第

５６号）、愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５

号）、愛媛県工事検査規程（昭和４０年１２月愛媛県告示第１，１３０

号）その他愛媛県の契約の例によるものとする。

別表（第１６条関係）

電 気 事 業 勘 定 科 目

省略

資 本

� 資 本 金

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

自己資本金

省略

地方公営企業法施行令等の一部を

改正する政令（平成２４年政令第２０

号）附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされ

る同令第１条の規定による改正前

の令第２５条の規定により組み入れ

るものを含む。

自己資本金

省略

地方公営企業法施行令（以下「地

公法施行令」という。）第２５条及

び地方公営企業資産再評価規則第

１１条

の規定により組み入れ

るものを含む。

� 剰 余 金 � 剰 余 金

愛 媛 県 報平成２４年３月９日 第２３４９号
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款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

省略

利益剰余金

減債積

立金

利益積

立金

その他

積立金

省略

省略

利益剰余金

減債積

立金

利益積

立金

その他

積立金

省略

地公法施行令第２４条第１項の

規定に基づく積立金を整理す

る。

同条第２項、第３項の規定に

基づく積立金を整理する。

同条第４項の規定に基づく積

立金を整理する。

省略 省略

様式第３０号（その４）を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２４年３月９日 第２３４９号
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様式第３０号（その４） �

納 入 通 知 書 （兼 領 収 書）
愛媛県立 病院長 �

発行年月日 請求番号 納入期限 年 月 日限り

年 月 日 入院・外来 納入場所 株式会社 銀行 本 店（又は県立 病院 係）支
診療科 受診者番号 氏名 様

保険種別 病棟―病室

食事療養以外の項目 食 事 療 養
�

左記の金額を領収
しました。負担割合 割

請求期間

区 分
合計金額
�＋�＋�
＋�

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

請求額合計 領収日付印

保 険
自 費

年 月 日から 年 月 日まで 上記のとおり納入してください。
（入院年月日 年 月 日）

区 分
初・再診
料

入院料等
医学管理
等

在宅医療 検 査 画像診断 投 薬 注 射
リハビリ
テーショ
ン

精神科専
門療法

処 置 手 術 麻 酔

保 険
自 費

区 分
放射線治
療

歯冠修復及
てつ

び欠損補綴
歯科矯正 病理診断

診 断 群 分
類（ＤＰＣ）

小 計
�
食事療養

�
一部負担
金 �

保 険
自 費

区 分 室料差額 文 書 料
健康診断
料

べん

分娩介助
料

衣服等貸
与料

べん

分娩衛生
材料費

人間ドッ
ク等

そ の 他
小 計

�
診察券再
発行料

そ の 他
小 計

�
保 険
自 費
この領収書は、所得税の確定申告に当たり医療費控除を受ける場合等に必要となりますので、大切に保管してください。紛失され

ても再発行はいたしません。
注１ ３部複写とすること。
２ この様式は、電算処理する場合に使用すること。

愛
媛

県
報

平
成
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３
月
９
日

第
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号

１８６



�

領 収 済 通 知 書
領収者

発行年月日 請求番号 愛媛県立 病院

年 月 日 入院・外来 企業出納員様

診療科 受診者番号 氏名 様

保険種別 病棟―病室

食事療養以外の項目 食 事 療 養
�

左記の金額を領収
しました。負担割合 割

請求期間

区 分
合計金額
�＋�＋�
＋�

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

請求額合計 領収日付印

保 険
自 費

年 月 日から 年 月 日まで 上記の金額を領収しましたから通知します。
（入院年月日 年 月 日）

区 分
初・再診
料

入院料等
医学管理
等

在宅医療 検 査 画像診断 投 薬 注 射
リハビリ
テーショ
ン

精神科専
門療法

処 置 手 術 麻 酔

保 険
自 費

区 分
放射線治
療

歯冠修復及
てつ

び欠損補綴
歯科矯正 病理診断

診 断 群 分
類（ＤＰＣ）

小 計
�
食事療養

�
一部負担
金 �

保 険
自 費

区 分 室料差額 文 書 料
健康診断
料

べん

分娩介助
料

衣服等貸
与料

べん

分娩衛生
材料費

人間ドッ
ク等

そ の 他
小 計

�
診察券再
発行料

そ の 他
小 計

�
保 険
自 費

愛
媛

県
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�

納 入 通 知 書 原 符
愛媛県立 病院長

発行年月日 請求番号 納入期限 年 月 日限り

年 月 日 入院・外来 納入場所 株式会社 銀行 本 店（又は県立 病院 係）支
診療科 受診者番号 氏名 様

保険種別 病棟―病室

食事療養以外の項目 食 事 療 養
�負担割合 割

請求期間

区 分
合計金額
�＋�＋�
＋�

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

保険等負
担額

請求額（患
者負担額）

請求額合計

保 険
自 費

年 月 日から 年 月 日まで 上記のとおり納入してください。
（入院年月日 年 月 日）

区 分
初・再診
料

入院料等
医学管理
等

在宅医療 検 査 画像診断 投 薬 注 射
リハビリ
テーショ
ン

精神科専
門療法

処 置 手 術 麻 酔

保 険
自 費

区 分
放射線治
療

歯冠修復及
てつ

び欠損補綴
歯科矯正 病理診断

診 断 群 分
類（ＤＰＣ）

小 計
�
食事療養

�
一部負担
金 �

保 険
自 費

区 分 室料差額 文 書 料
健康診断
料

べん

分娩介助
料

衣服等貸
与料

べん

分娩衛生
材料費

人間ドッ
ク等

そ の 他
小 計

�
診察券再
発行料

そ の 他
小 計

�
保 険
自 費
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附 則

１ この管理規程は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この管理規程施行の際現に改正前の愛媛県公営企業会計規程様式第３０号（その４）の規定により交付している書類は、改正後の愛媛県

公営企業会計規程様式第３０号（その４）の規定により交付した書類とみなす。

平成２４年３月９日 発行

愛 媛 県 報平成２４年３月９日 第２３４９号

１８９


